
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
見
え
た

農
地
所
有
者
が
抱
え
る
課
題

◆
農
業
の
担
い
手
不
足

担
い
手
の
高
齢
化
や
後
継
者
が

い
な
い
な
ど
の
傾
向
が
み
ら
れ

ま
し
た
。
特
に
新
郷
、
奥
川
地

区
で
顕
著
な
結
果
で
し
た
。

◆
経
営
の
効
率
化
、
農
地
の
集

積

・
集
約
が
進
ん
で
い
な
い

効
率
的
な
農
業
経
営
に
は
、
集

落
営
農
組
織
や
法
人
へ
の
集
積
・

集
約
化
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
遊
休
農
地

・
耕
作
放
棄
地
対

策
が
必
要

景
観
維
持
、
有
害
鳥
獣
の
出
没

抑
制
の
た
め
に
も
農
地
の
適
正

な
管
理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

◆
農
産
物
の
産
地
化

キ
ュ
ウ
リ
や
ト
マ
ト
な
ど
の
園

芸
作
物
栽
培
に
取
り
組
む
農
家

も
多
い
た
め
、
産
地
化
に
向
け
、

単
収

・
品
質
を
向
上
さ
せ
、
高

収
益
な
産
地
を
目
指
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
令
和
４

年
７
月
に
実
施

町
の
人
口
減
少
に
伴
い
、
農
家

数
や
農
業
従
事
者
数
が
減
少
し
て

お
り
、
ま
た
、
米
価
の
低
迷
や
耕

作
放
棄
地
の
増
加
、
有
害
鳥
獣
に

よ
る
被
害
な
ど
町
の
農
業
を
取
り

巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。

農
業
公
社
設
立
の
目
的

現
状
と
課
題

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
か
ら
見

え
た
町
農
業
の
課
題
解
決
を
図
る

と
と
も
に
、
農
業
を
将
来
に
わ
た

り
持
続
さ
せ
、
ま
た
、
地
域
を
活

性
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
新
た

な
視
点
で
の
農
業
施
策
が
必
要
で

す
。

　

そ
の
た
め
、
地
域
の
担
い
手
と

連
携
し
て
役
割
分
担
し
な
が
ら
農

業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
と
と

も
に
農
家
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

農
業
に
取
り
組
め
る
体
制
を
整
備

す
る
た
め
、
「
農
業
公
社
」
の
設

立
検
討
を
令
和
３
年
に
始
め
ま
し

た
。

農業公社が取り組む事業

収益的な事業収益的な事業公益的な事業

　平成 12 年度から取り組んでいる 「中山間地域

等直接支払制度」 の集落協定は、 農家数の減少な

どから適切に管理されている農地が減少傾向にあり

ます。

　農業公社が集落協定に参加して、 取り組みを継続

することができれば、 良好な景観の維持や農地の適

正な管理が図られます。 （中山間直接支払交付金の

活用を想定しています）

　高齢化に対処し、 電気柵の設置や

撤去の支援を行います。 （有料）

　集落が取り組む事業の申請や実績報告など町へ

提出する書類の作成を支援します。

　これらの事務手続きが負担で、 交付金事業の継続

が難しい集落もあることから、 事務的な支援を行い

ます。 （有料）

◆ 農用地保全等事業

◆ 人材育成事業

　次世代の農業者を育成するため、 人材の確保を

図り、 町独自の研修計画を作成して研修を行います。

◆ 園芸作物等栽培事業

◆ 交付金の事務受託

（中山間地域等直接支払交付金／多面的機能支払交付金）

◆ 雪処理支援隊業務

新
郷
連
絡
所
で
行
っ
て
い
る
各
種

証
明
書
の
申
請
受
付
や
交
付
業
務

を
農
業
公
社
が
受
託
し
、
実
施
す

る
計
画
で
す
。

　

農
業
公
社
は
、
地
域
の
担
い
手
農

家
や
農
業
法
人
な
ど
と
連
携
し
て

農
地
と
農
業
を
守
り
、
安
心
し
て

農
業
に
取
り
組
む
環
境
を
作
る
た

め
に
設
立
し
ま
す
の
で
、
町
民
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

＜
問
い
合
わ
せ
先
＞

　

農
林
振
興
課
　

農
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

令和３年６月  農業公社設立検討会を組織

（令和５年２月まで７回開催）
令和５年１月  農業公社設立基本計画（中間報告）住

民説明会・意見公募を実施
令和５年３月  （仮称）西会津町農業公社設立基本計

画を策定
令和５年４月  （仮称）西会津町農業公社設立準備委

員会を組織

令和５年１０月１０月 （仮称）（仮称）西会津町農業公社西会津町農業公社設立設立

利益が見込まれる栽培体系の確立と新たな品

目の試験的な栽培を行い、 町内農家への普及拡大

を図ります。

◆ 有害鳥獣対策事業

農
業
公
社
設
立
へ
向
け
て

　除排雪事業と同様に冬期間の雇用

を維持するため高齢者宅の玄関前

から道路までの除排雪事業を町から

受託する計画です。

農
業
公
社
の
事
務
所
を

新
郷
連
絡
所
へ
設
置

－ その他の事業 －

◆ 育苗生産販売事業

◆ 農林産物販売事業

◆ 特産品等開発事業

◆ 除排雪事業

◆ 公共施設等管理業務

◆ 行政事務等受託業務

◆ 農業用施設維持管理支援事業

◆ 農作業支援事業

◆ 農業生産事業

◆ スマート農業事業

◆ 都市交流事業

－ その他の事業 －

設立当初は農地保全や農業用施設維持

管理など、 喫緊の課題に優先的に取り組

み、 段階的に事業を拡大していきます。

500

1,000

1,500

2,0001,978
1,714

1,399

1,152

859
646

農家戸数の推移

設
置
さ
れ
た
電
気
柵

　

町
で
は
、
（
仮
称
）
西
会
津
町
農
業
公
社

（
以
下

「
農
業
公
社
」
と
い
う
）

の
設
立
に
向
け
て
準
備
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
農
業
公
社
が
担
う
役
割
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

昭 50 平 17 平 27 令 2昭 60 平 7

（
出
典
：
農
林
業
セ
ン
サ
ス
）
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